
清酒用原料米の生産・集荷・販売の状況について 

平成２５年７月２３日 

全国農業協同組合連合会 

【全農提出資料】 



20年産 21年産 22年産 23年産 24年産
酒造好適米 77 71 65 65 68
加工用米 74 72 77 71 79
その他 110 103 90 101 103

261 246 232 238 250
酒造好適米 61 54 48 47 49
加工用米 66 60 71 27 37

その他（醸造用一般米） 38 33 26 26 26
165 147 146 100 112

酒造好適米 79% 76% 74% 72% 72%
加工用米 89% 83% 92% 38% 47%
その他 35% 32% 29% 25% 26%

63% 60% 63% 42% 45%

項目

全体
生産量

本会
取扱数量

本会
シェア

１．清酒用原料米の全体取扱状況 

○ 全農は、生産者・ＪＡから販売委託を受けた酒造好適米・醸造用一般米・加工用米等を清酒用原料米として、各県酒造協同組合様・ 
○ 清酒メーカー様に販売しています。 
○ 近年、清酒の消費動向や地域流通業者取扱分の加工用米拡大の影響により、全農の清酒用原料米の取扱数量は減尐傾向にあり 
○ ます。 

 ○ 清酒用原料米の取扱状況 
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 ○ 課題 
 単位：千トン、％ 

＜酒造好適米＞ 

・一部銘柄における需給のミス 

 マッチの発生 

注１．全体生産量のうち、酒造好適米は農水省公表の農産物検査実績、加工用米は日本酒造組合中央会調べ、その他（合計）は国税庁公表資料にもとづく。 

 注２．２３年産加工用米の本会取扱数量には販売環境整備米を含む。 

＜全体＞ 

・需要量の減尐 

・本会取扱シェアの拡大 

＜加工用米＞ 

・地域流通拡大にともなう全体 
 生産量の変動への対応 
・大手清酒メーカー様のみなら 
 ず中小メーカー様への情報提 
 供 

＜その他＞ 

・醸造用一般米の数量減尐の 

 歯止め 
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19年産 20年産 21年産 22年産 23年産 24年産 25年産 

時期 主な内容 取り組み主体

生産前年１１月 対象産地銘柄の連絡 全農⇒酒造協同組合（清酒メーカー）

購入計画数量の連絡 酒造協同組合（清酒メーカー）⇒全農

生産年年１２月以降 生産計画の策定 生産者・ＪＡ⇔全農

生産年　年３月 第１次売買契約の締結 酒造協同組合（清酒メーカー）⇔全農

生産年年１０月以降 集荷数量の確認 生産者・ＪＡ⇔全農

第２次売買契約の締結 酒造協同組合（清酒メーカー）⇔全農

出荷 ＪＡ⇒清酒メーカー
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２．酒造好適米の契約栽培の取り組み 

○ 全農は、需要に見合った生産が円滑に行われるように、生産前年１１月に酒造協同組合様・清酒メーカー様から購入計画数量の連 
○ 絡を受け、産地との生産計画策定や集荷数量をふまえ、第１次・第２次契約を締結する契約栽培を実施しています。 
○ 近年、全農の取扱数量および市場シェアに大きな変動はありませんが、五百万石や山田錦等の一部銘柄において需給のミスマッ 
○ チが発生しています。これまで需要減尐に対応して生産抑制を図ってきた経過があるため、急激な需要増へ短期間で対応すること 
○ は難しい状況にあります。 

 ○ 契約栽培取り組みスケジュール（イメージ） 
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 単位：千トン 

 注１．全体数量は農水省公表の農産物検査実績。 

 ○ 取扱数量の推移 

 注２．２５年産は平成２５年６月時点の生産計画。 

 ○ 銘柄別の需給状況（例） 
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 単位：千トン 

 注．２５年産集荷数慮は 

  平成２５年６月時点の 

  生産計画。 



時期 主な内容 取り組み主体

生産前年１１月 希望調査 全農⇒酒造協同組合（清酒メーカー）

希望数量の連絡 酒造協同組合（清酒メーカー）⇒全農

生産年年１２月 契約栽培数量の連絡 全農⇒生産者・ＪＡ

生産年　年２月～５月 生産見込数量の確認 生産者・ＪＡ⇔全農

生産年　年６月 出荷契約の締結 生産者・ＪＡ⇔全農

生産年　年２月～６月 売買契約の締結 酒造協同組合（清酒メーカー）⇔全農

生産年年１０月以降 出荷 ＪＡ⇒清酒メーカー
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１．産地と需要者との結び付け強化 

   ①地元の酒造協同組合様・清酒メーカー様への自県産加工用米供給、②酒造協同組合様・清酒メーカー様からの産地指定の導入、③清酒メ 

○ ーカー様を参集した会議の開催などにより、産地と需要者との結び付け強化を図っています。 

２．販売価格の安定化 

   ①他の転作品目とのプール計算、②産地資金の設定などにより、適正な生産者手取りを確保し、販売価格の安定化に取り組んでいます。 

３．その他 

   ①備蓄米をはじめとする転作品目との関係などの中小清酒メーカー様への情報提供、②減尐傾向にある醸造用一般米（かけ米）の播種前・収 

○ 穫前契約の取り組み等により、清酒業界全体への数量と価格の安定に取り組んでいます。 

３．加工用米の契約栽培の取り組み 

○ 全農は、生産前年１１月に酒造協同組合様・清酒メーカー様に対し契約栽培希望調査を実施し、調査結果をもとに産地ごとに契約 
○ 栽培数量を設定し、それ以降国への申請期限（生産年６月末）まで、契約栽培数量の確保に取り組んでいます。 
○ 近年、清酒用途への販売数量は増加傾向にありますが、加工用米の全体生産量の変動が大きくなっていることや、地域流通の拡 
○ 大にともない大手清酒メーカー様を中心に情報が集中する傾向にあることから、安定供給に向けた取り組みを進めています。 

 ○ 契約栽培取り組みスケジュール（イメージ） 

3 

 ○ 取扱数量（清酒用）の推移 

 単位：千トン 

 注２．２３年産には販売環境整備米を含む。 

 ○ 安定供給に向けた取り組み状況 

注１．全体生産量は日本酒造組合中央会調べにもとづく。 


